
女性のための
ハラスメント
特別労働相談
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職場での・・・
＊妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
＊性的な言動・体を度々触られる等のセクハラ
＊身体的／精神的な攻撃・個の侵害等のパワハラ　
　などについて、女性の特定社会保険労務士が
　問題整理の支援と課題解決に向けた情報提供を行います。


